
文
教
市
民

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
条
例

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

�
主
な
質
疑
項
目
�

○
寄
贈
さ
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
一
室

に
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
設
置
す
る

に
至
っ
た
経
緯

○
指
定
管
理
者
の
選
定
方
法

○
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
使
用
を
許
可
し
な

い
場
合
の
判
断
基
準

※
な
お
、
審
査
の
過
程
に
お
い
て
、

条
例
名
称
及
び
条
例
中
の
文
言
に
関

し
て
、
理
事
者
か
ら
原
案
の
一
部
修

正
案
が
出
さ
れ
、
委
員
会
は
こ
れ
を

了
承
し
ま
し
た
。

�
意
見
の
概
要
�

１

指
定
管
理
者
は
、
一
定
の
芸

術
・
文
化
に
対
す
る
専
門
性
な
ど
を

持
ち
合
わ
せ
た
人
た
ち
か
ら
な
る
団

体
等
か
ら
選
考
す
る
の
が
普
通

で
あ
る
と
思
う
の
で
、
慎
重
に

公
正
な
選
定
を
し
て
ほ
し
い
。

２

指
定
管
理
者
の
公
募
期

間
を
１５
日
間
と
予
定
し
て
い
る

が
、
短
す
ぎ
る
。
次
回
以
降
の

公
募
に
お
い
て
は
、
１
月
以
上

の
期
間
を
あ
て
る
こ
と
を
要
望

す
る
。ま
た
、公
正
に
選
定
で
き

る
よ
う
外
部
委
員
を
含
め
た
諮

問
機
関
を
置
く
こ
と
を
要
望
す

る
。３

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
設

置
に
至
る
ま
で
、
地
区
の
方
の
努
力

も
あ
っ
た
よ
う
に
聞
い
て
い
る
。
そ

の
努
力
が
報
わ
れ
、
後
々
ま
で
喜
ば

れ
る
施
設
と
な
る
よ
う
要
望
す
る
。

一
般
会
計
予
算
中
所
管
分

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

�
主
な
質
疑
項
目
�

○
少
年
自
然
の
家
の
施
設
利
用
料

○
吹
田
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
の
今
後
の

あ
り
方

な
み
だ

○
大
阪
府
公
有
財
産
で
あ
る
泪
の
池

公
園
の
借
地
料
の
妥
当
性

○
地
域
教
育
協
議
会
の
代
表
者
や
学

校
評
議
員
に
公
選
に
よ
る
公
職
者

を
は
ず
す
旨
の
規
定
の
必
要
性

○
地
区
公
民
館
企
画
運
営
委
員
に
つ

い
て
、
市
民
公
募
枠
や
任
期
の
制

限
な
ど
を
設
け
な
か
っ
た
理
由

○
武
道
館
、
総
合
運
動
場
な
ど
の
管

理
運
営

�
賛
成
意
見
の
概
要
�

１

武
道
館
、
総
合
運
動
場
等
の

管
理
運
営
に
つ
い
て
は
、
行
財
政
改

革
の
上
か
ら
も
外
部
委
託
を
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

２

吹
田
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル
に
つ

い
て
は
、
費
用
対
効
果
を
考
え
て
、

見
直
し
を
す
べ
き
で
あ
る
。

３

地
区
公
民
館
の
企
画
運
営
委

員
に
つ
い
て
は
、
市
民
の
声
が
企
画

運
営
に
反
映
で
き
る
仕
組
み
や
、
メ

ン
バ
ー
が
長
期
に
固
定
さ
れ
な
い
よ

う
な
取
決
め
を
行
う
よ
う
要
望
す
る
。

４

泪
の
池
公
園
の
借
地
料
は
、

通
常
価
格
と
比
べ
て
高
す
ぎ
る
。
大

阪
府
と
再
交
渉
し
安
い
価
格
で
借
地

す
る
よ
う
要
望
す
る
。

５

少
年
自
然
の
家
に
つ
い
て

は
、
地
元
の
関
係
団
体
、
住
民
な
ど

と
十
分
調
整
し
、
施
設
運
営
に
留
意

す
る
よ
う
要
望
す
る
。
施
設
使
用
料

に
つ
い
て
も
、
こ
の
料
金
設
定
で
妥

当
か
ど
う
か
検
討
し
て
ほ
し
い
。

�
反
対
意
見
の
概
要
�

地
域
教
育
協
議
会
の
代
表
者
や
学

校
評
議
員
に
つ
い
て
は
、
公
選
に
よ

る
公
職
者
を
は
ず
す
こ
と
が
明
文
化

さ
れ
て
お
ら
ず
、
は
っ
き
り
す
べ
き

で
あ
る
。建

設

下
水
道
特
別
会
計
予
算

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

�
主
な
質
疑
項
目
�

○
職
員
数
削
減
等
の
経
営
努
力

○
本
市
の
下
水
道
水
環
境
保
全
率
と

そ
の
向
上
策

○
供
用
開
始
区
域
内
の
未
水
洗
化
戸

数
と
、
し
尿
収
集
に
か
か
る
費
用

�
反
対
意
見
の
概
要
�

下
水
道
使
用
料
の
引
上
げ
に
つ
い

て
は
、
投
資
計
画
を
見
直
し
、
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
れ
を
元
に
戻
す
等

の
努
力
を
す
る
べ
き
で
あ
り
、
本
案

に
つ
い
て
は
賛
成
し
が
た
い
。

開
発
事
業
の
手
続
等
に
関
す
る

条
例

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

�
主
な
質
疑
項
目
�

○
関
係
住
民
へ
の
説
明
会
開
催
の
徹

底
と
意
見
の
陳
述
機
会
の
充
実

○
公
共
下
水
道
整
備
納
入
金
等
の
納

入
を
条
例
で
規
定
す
る
こ
と
の
妥

当
性

�
意
見
の
概
要
�

１

説
明
会
や
、
住
民
へ
の
面
談

を
確
実
に
行
う
よ
う
に
指
導
を
強
め

ら
れ
た
い
。ま
た
、今
後
も
良
好
な
ま

ち
づ
く
り
に
一
層
努
力
さ
れ
た
い
。

２

早
い
時
期
の
説
明
会
開
催
等

は
良
い
こ
と
で
あ
る
が
、
私
権
の
制

限
等
の
問
題
も
含
み
、
条
例
化
は
最

善
と
は
思
わ
な
い
が
、
条
例
案
の
趣

旨
を
了
と
し
、
本
案
に
賛
成
す
る
。

一
般
会
計
予
算
中
所
管
分

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

�
主
な
質
疑
項
目
�

○
市
営
住
宅
の
家
賃
滞
納
額
の
急
速

な
増
加
と
今
後
の
徴
収
率
向
上
策

え
さ
か

○
榎
坂
大
池
と
王
子
池
を
有
償
で
借

地
す
る
理
由
と
他
の
部
落
有
財
産

の
取
扱
い
と
の
整
合
性

○
公
園
の
砂
場
の
砂
の
入
替
え

後
の
市
民
へ
の
周
知
と
汚
染

防
止
策

○
放
置
自
転
車
の
撤
去
台
数
及

び
処
分
方
法

�
賛
成
意
見
の
概
要
�

水
辺
空
間
の
保
全
活
用
事
業

に
つ
い
て
、
地
元
自
治
会
に
責

任
を
持
っ
て
水
質
管
理
に
努
め

る
こ
と
を
約
束
し
て
も
ら
い
、

本
案
に
賛
成
す
る
。

�
反
対
意
見
の
概
要
�

片
山
ポ
ケ
ッ
ト
パ
ー
ク
の
建

設
単
価
は
、
他
の
公
園
の
約
４
倍
で

あ
り
、
事
業
費
の
精
査
が
必
要
で
あ

る
。部

落
有
財
産
の
一
部
に
借
地
料
を

支
払
う
必
然
性
に
つ
い
て
説
明
が
不

十
分
で
あ
り
、
ま
た
、
市
営
住
宅
の

家
賃
の
滞
納
の
急
増
に
つ
い
て
は
、

幹
部
職
員
自
ら
徴
収
率
ア
ッ
プ
に
努

め
る
べ
き
で
あ
る
。

本
案
に
は
、
不
要
な
支
出
や
、
事

業
費
の
精
査
が
十
分
で
な
い
事
業
等

が
多
々
あ
り
、
賛
成
し
が
た
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

福
祉
環
境

市
民
病
院
条
例
の
一
部
改
正

（
全
員
賛
成
で
承
認
）

�
主
な
質
疑
項
目
�

○
選
定
療
養
の
う
ち
、
新
た
に
３
項

目
の
料
金
を
設
定
し
よ
う
と
す
る

理
由
と
市
民
へ
の
説
明
責
任

○
市
内
で
受
診
で
き
る
数
の
少
な
い

診
療
科
に
対
し
て
も
初
診
料
加
算

金
を
徴
収
し
よ
う
と
す
る
妥
当
性

○
市
民
病
院
の
一
層
の
経
営
努
力
に

よ
る
市
民
負
担
回
避
の
考
え
方

※
な
お
、
審
査
の
過
程
に
お
い
て
、

初
診
料
加
算
金
の
額
及
び
障
害
者
歯

科
に
お
け
る
同
加
算
金
の
徴
収
に
関

し
て
、
理
事
者
か
ら
原
案
の
一
部
修

正
案
が
出
さ
れ
、
委
員
会
は
こ
れ
を

了
承
し
ま
し
た
。

�
意
見
の
概
要
�

上
乗
せ
初
診
料
が
１
０
０
０
円
に

減
額
修
正
さ
れ
、
障
害
者
歯
科
に
つ

い
て
一
定
の
配
慮
を
す
る
こ
と
な
ど

の
修
正
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
点
は

評
価
す
る
が
、
今
後
と
も
市
民
負
担

を
増
や
さ
な
い
よ
う
最
大
の
努
力
を

求
め
る
。

市
営
葬
儀
条
例
の
一
部
改
正

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

�
主
な
質
疑
項
目
�

○
使
用
料
を
改
定
す
る
理
由

○
市
営
葬
儀
の
規
格
別
利
用
状
況

○
福
祉
の
視
点
に
立
っ
た
市
営
葬
儀

の
あ
り
方

�
賛
成
意
見
の
概
要
�

市
営
葬
儀
で
の
取
扱
業
者
の
説
明

は
、
利
用
者
に
非
常
に
わ
か
り
に
く

い
。
今
後
は
、
市
が
葬
儀
全
般
に
わ

た
り
、
こ
れ
だ
け
の
費
用
が
か
か
る

と
い
う
こ
と
を
市
民
に
わ
か
り
や
す

く
説
明
す
る
よ
う
要
望
す
る
。

�
反
対
意
見
の
概
要
�

審
議
の
中
で
、
料
金
に
つ
い
て
の

透
明
性
の
問
題
、
ま
た
、
提
案
に
つ

い
て
、
納
得
の
い
く
説
明
が
な
か
っ

た
の
で
、
本
案
に
反
対
す
る
。

一
般
会
計
予
算
中
所
管
分

（
賛
成
多
数
で
承
認
）

�
主
な
質
疑
項
目
�

○
具
体
的
な
ご
み
減
量
目
標
を
提
示

し
た
各
種
事
業
ご
と
の
取
組
み
と

事
業
評
価
の
必
要
性

○
北
工
場
の
建
て
替
え
に
お
い
て
、

根
拠
の
あ
る
ご
み
量
予
測
に
基
づ

く
焼
却
能
力
の
決
定
と
機
種
選
定

手
続
に
お
け
る
透
明
性
の
確
保

○
違
法
簡
易
屋
外
広
告
物
撤
去
活
動

員
制
度
の
公
平
な
運
用
と
市
の
サ

ポ
ー
ト
態
勢

○
福
祉
巡
回
バ
ス
事
業
に
つ
い
て
の

事
務
事
業
評
価

�
賛
成
意
見
の
概
要
�

１

市
民
参
加
に
よ
る
違
法
簡
易

屋
外
広
告
物
撤
去
活
動
員
制
度
の
実

施
を
評
価
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
事

業
が
安
全
に
ス
ム
ー
ズ
に
運
営
さ
れ

る
よ
う
行
政
の
取
組
み
を
求
め
る
。

２

福
祉
巡
回
バ
ス
に
つ
い
て

は
、
本
来
の
あ
る
べ
き
形
を
再
認
識

し
て
、
運
行
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ

れ
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
も
事
業
評

価
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

３

事
業
系
ご
み
に
関
し
て
は
、

減
量
が
急
務
で
あ
る
が
、
本
市
の
関

係
機
関
に
お
け
る
取
組
み
は
不
十
分

で
あ
る
。市
内
事
業
者
に
率
先
し
て
、

減
量
に
取
り
組
ま
れ
た
い
。

４

市
民
病
院
、
市
立
老
人
保
健

施
設
、
公
立
保
育
所
等
の
運
営
に
つ

い
て
、
公
費
の
無
駄
遣
い
が
見
ら
れ

る
。
こ
の
一
年
、
こ
れ
ら
の
改
革
を

期
待
す
る
。

５

地
域
、家
庭
、教
育
、医
療
な

ど
、
充
足
さ
せ
る
べ
き
施
策
を
市
民

と
協
働
で
進
め
る
こ
と
を
求
め
る
。

同
時
に
、
親
が
孤
独
感
の
中
で
子
育

て
を
す
る
こ
と
が
な
く
、
地
域
や
社

会
に
見
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感

で
き
る
取
組
み
を
進
め
ら
れ
た
い
。

�
反
対
意
見
の
概
要
�

ご
み
焼
却
施
設
の
建
て
替
え
は
本

市
に
と
っ
て
歴
史
的
な
事
業
で
あ
る
。

焼
却
施
設
の
規
模
や
選
定
を
め
ぐ

り
、
議
会
で
の
開
か
れ
た
議
論
を
拒

む
か
の
よ
う
な
体
質
は
議
会
を
軽
視

す
る
も
の
で
あ
り
、
問
題
で
あ
る
。

違法広告物を撤去する職員

新新ししくく完完成成ししたた阪阪急急豊豊津津駅駅前前のの駐駐輪輪場場

市長及び一部幹部職員の綱紀粛正に関する要望決議を議決

２月臨時会は、２月５日に開催され、条例案１件が提出されました。
昨年１１月の休日に市長を含む幹部職員計１０人が滋賀県方面に小旅行を

した折に、２人の職員が飲酒の事実がありながら車で帰宅するなどの行
為があり、市は当該職員の処分を行いましたが、市長、総務担当助役、教育
長も指導・監督責任から、自らの給与を減額する条例案を提案しました。
市議会では、同条例案とともに、市長に対し、市長及び一部幹部職員
の綱紀粛正に関する要望決議を議決しました。

市長及び一部幹部職員の綱紀粛正に関する要望決議

今回、市長及び一部幹部職員による私的行事において不祥
事が生じ、市行政に対する市民の期待と信頼を裏切り、吹田
市の品位を傷つける結果となったことは誠に遺憾である。
およそ公務員たるものは、全体の奉仕者として常に自己の
置かれている立場を深く認識し、行動すべきであるにもかか
わらず、不祥事が生じたことは綱紀の弛緩と言わざるを得な
い。
よって、本市議会は、職員の管理・監督の最高責任者であ
り、しかも同行者である市長に対し、自らと市幹部職員の綱
紀粛正を図り、市民の信頼を回復するため格段の努力をする
よう強く要望する。
以上、決議する。

平成１６年２月５日
吹 田 市 議 会

（全員賛成）

２月臨時市議会

子子どどもものの健健全全育育成成をを図図るる少少年年自自然然のの家家
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す い た 市 議 会 だ よ り ２００４年（平成１６年）４月３０日 発行（４）

古紙配合率１００％の再生紙に大豆インキで印刷しています


